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福岡県後期高齢者医療広域連合規則第２号  

福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、  

費用弁償及び旅費に関する条例施行規則の一部を改正す  

る規則  

 福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及

び旅費に関する条例施行規則（令和２年規則第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第９条の次に次の１条を加える。  

 （通勤手当の支給の始期及び終期）  

第９条の２  通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が新たに

通勤手当の支給を受ける要件を具備するに至った日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるとき又は任期の開始が月の中途である場合

の当該任期の開始の日であるときは、その日の属する月）から開始し

、フルタイム会計年度任用職員が通勤手当の支給を受ける要件を欠く

に至った日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始につ

いては、第６条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から１

５日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月

の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行

うものとする。  

２  通勤手当を受けているフルタイム会計年度任用職員にその額を変更

すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月（

その日が月の初日であるときは、その日の属する月）からその額を改

定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する

場合について準用する。  

 第１０条中「以下」の次に「この条から第１２条まで及び第１４条に  



おいて」を加え、同条第１号中「会計年度任用職員をいう。」の次に「  

）」を加え、同条第５号中「会計年度任用職員をいう。」の次に「以下  

同じ。」を加え、「以外の職員」を「以外の会計年度任用職員」に改め  

る。  

第１１条第２項第２号中「職員を除く。」の次に「第１４条の５第２

項第３号において同じ。」を加え、同条第３項中「会計年度任用職員を

いう。」の次に「以下同じ。」を加える。  

第１３条の見出し中「（」の次に「期末手当に係る」を加える。  

第１４条の次に次の８条を加える。  

（勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員）  

第１４条の２  会計年度任用職員条例第１３条の２第１項の規定により

勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、同項に規定する基準日

（第１４条の４及び第１４条の５第２項において「基準日」という。

）に在職する会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げる会計年度任

用職員以外の会計年度任用職員とする。  

（１）  休職者（公務傷病等による休職者を除く。）  

（２）  第１０条第３号、第４号又は第６号のいずれかに該当する者  

（３）  育児休業職員のうち、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の  

育児休業等に関する条例第７条第２項に規定する職員以外の会計年  

度任用職員  

（勤勉手当の支給割合）  

第１４条の３  会計年度任用職員条例第１３条の２第２項に規定する勤  

勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合（以

下「期間率」という。）に第１４条の７に規定する会計年度任用職員

の勤務成績による割合（以下「成績率」という。）を乗じて得た割合

とする。  

 （勤勉手当の期間率）  

第１４条の４  期間率は、基準日以前６か月以内の期間における会計年  

度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。  

 （勤勉手当に係る任期）  

第１４条の５  会計年度任用職員条例第１３条の２第１項第２号に規定  

する任期については第１１条第１項の規定を準用する。この場合にお  

いて、同項中「基準日」とあるのは「基準日（第１４条の２に規定す  

る基準日をいう。）」と読み替えるものとする。  

２  会計年度任用職員条例第１３条の２第１項第２号に規定する任期の

算定については、次の各号に掲げる期間を除く。  



 （１）  休職にされていた期間（第１１条第３項に規定する休職者で

あった期間を除く。）  

 （２）  第１０条第３号及び第４号に掲げる会計年度任用職員として

在職した期間  

 （３）  育児休業職員として在職した期間  

 （４）  会計年度任用職員条例第９条第４項第３号又は第１０条の規

定により給与又は報酬を減額された期間  

 （５）  福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間

、休暇等の基準に関する規則（令和２年規則第５号。以下「会計年

度任用職員勤務時間規則」という。）別表第３の８の項の規定によ

る介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から次に掲げる日を

除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間  

  ア  会計年度任用職員勤務時間規則第３条第１項に規定する週休日  

  イ  会計年度任用職員勤務時間規則第７条第１項の規定により割り

振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定され

た日  

  ウ  会計年度任用職員勤務時間規則第９条に規定する祝日法による

休日（会計年度任用職員勤務時間規則第１０条第１項及び第３項

の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務

時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に

代わる代休日）  

  エ  会計年度任用職員勤務時間規則第９条に規定する年末年始の休

日（会計年度任用職員勤務時間規則第１０条第１項及び第３項の

規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時

間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代

わる代休日）  

 （６）  会計年度任用職員勤務時間規則別表第３の９の項の規定によ

る介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が３０日を超える場

合には、その勤務しなかった全期間  

 （７）  地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１

０号）第１９条第１項の規定により部分休業の承認を受けて勤務し

なかった期間が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期

間  

 （８）  基準日以前６か月の全期間にわたって勤務した日がない場合

（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によ

る場合を除く。）には、前各号の規定にかかわらず、その全期間  



 （勤勉手当に係る勤務期間）  

第１４条の６  会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間については  

、第１２条第１項の規定を準用する。この場合において、同項中「基  

準日」とあるのは「基準日（第１４条の２に規定する基準日をいう。  

）」と読み替えるものとする。  

２  前項の勤務期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に

相当する期間を除く。  

 （勤勉手当の成績率）  

第１４条の７  成績率は、福岡県会計年度任用職員の給与、費用弁償及

び旅費に関する条例施行規則 (令和２年福岡県規則第３１号 )第１８条

の７の規定を準用する。この場合において、同条中「基準日」とある

のは「基準日（第１４条の２に規定する基準日をいう。）」と読み替

えるものとする。  

 （勤勉手当に係る１週間当たりの勤務時間）  

第１４条の８  会計年度任用職員条例第１３条の２第４項の規定により

規則で定める１週間当たりの勤務時間については、第１３条の規定を

準用する。  

 （勤勉手当基礎額）  

第１４条の９  会計年度任用職員条例第１３条の２第４項の規定により

規則で定める勤勉手当基礎額については、第１４条の規定を準用する

。この場合において、同条中「基準日」とあるのは「基準日（第１４

条の２に規定する基準日をいう。）」と読み替えるものとする。  

 第１６条の次に次の１条を加える。  

（通勤手当に相当する費用弁償の支給の始期及び終期）  

第１６条の２  通勤手当に相当する費用弁償の支給の始期及び終期並び

に支給額の改定については、第９条の２の規定を準用する。この場合

において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パー

トタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。  

第１９条第３項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。  

第２１条第２項中「期末手当基礎額」の次に「又は第１４条の９の規  

定による勤勉手当基礎額」を、「当該期末手当基礎額」の次に「又は当

該勤勉手当基礎額」を加える。  

 附則の次に次の別表を加える。  

別表（第１４条の４関係）  

勤務期間  割合  

６か月 １００分の１００ 



５か月１５日以上６か月未満 １００分の９５ 

５か月以上５か月１５日未満 １００分の９０ 

４か月１５日以上５か月未満 １００分の８０ 

４か月以上４か月１５日未満 １００分の７０ 

３か月１５日以上４か月未満 １００分の６０ 

３か月以上３か月１５日未満 １００分の５０ 

２か月１５日以上３か月未満 １００分の４０ 

２か月以上２か月１５日未満 １００分の３０ 

１か月１５日以上２か月未満 １００分の２０ 

１か月以上１か月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１か月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

０ ０ 

附  則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


